
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

と き 

平成２６年 11 月１８日（火） 

１５：００～１７：００  

ところ 

東京第一ホテル下関  

 
下関市赤間町６－２ 

       ＴＥＬ．０８３－２２３－５６００ 
  
 

 

 

 

― お問い合わせは ― 

特定非営利活動法人（NPO 法人） 
山口県定期借地借家権推進機構 

(略称：山口定借機構) 
    

事務局 〒750-0018 山口県下関市豊前田町 2-7-5 
 

               株式会社  徳 海 内  
   TEL．083-235-1093  FAX．083-222-1093 

入会のお問合せは 
事務局まで 

ご連絡ください。 
担当：徳海 

東京第一ホテル下

関 



当日時間割り及び講演内容    
 
15:00   開会挨拶   山口県定期借地借家権推進機構 理事長 

（不動産鑑定士・不動産カウンセラー）    増井 聰彦 
 

15：10  講   演   「資産家・富裕層に対しての 

当局の課税強化の行方」 

          １．相続・遺贈・贈与に関する問題 

              ２．相続の事前対策に関する問題 

              ３．土地の有効活用に関する問題 

              ４．資産の管理・運用に関する問題 

       〔講 師〕  神戸大学院・税務大学校研究科・広島国税局・広島国税不服審判所国税審査官・ 

広島国税局資産課税課実務指導専門官等歴任 

                （税理士・司法書士登録申請中）     野村 泰信 
         
 
16：45  閉会挨拶   山口県定期借地借家権推進機構 副理事長     
            （税理士）                石井 達美   
  
18：00  懇 親 会     

 

 

/ ( ) ま で に Ｆ Ａ Ｘ で 返 信 下 さ い 。 

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ８ ３ ― ２ ２ ２ ― １ ０ ９ ３ 
 

 
＜参加申込書＞ 

会社団体名  

郵便番号 御住所 ＴＥＬ    （    ）                  ＦＡＸ     （    ） 

   ―  

所属・役職名 参加者名 講演会 

  出 席 ・ 欠 席  

  出 席 ・ 欠 席  

 


